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第 ２ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和６年２月１６日（金）午前１０時００分 

 

場      所  津市美里庁舎 ２階 会議室１ 

 

出 席 部 会 委 員   1小澤 哲男・ 2川邊 千秋・ 3下井 弘・ 4田村 明 

5若林 卓哉・ 8喜多 義幸・ 9竹尾 泰・10田中 茂人 

11清水 喜代己・12平松 崇己・13横山 光次 

19太田 義政 

                                  以上１２名 

 

欠 席 委 員  23水谷 隆・21坂野 大徹 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  野村事務局長・加賀次長・江副主査 

 

総 合 支 所  河芸：本郷副主幹 芸濃：柴田担当副主幹 美里：中瀬担当副主幹 

          安濃：横井担当副主幹 香良洲：中山担当主幹 

 

録 署 名 者   5若林 卓哉・ 9竹尾 泰 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 報告第７号 買受適格証明願について 

 報告第８号 農地所有適格法人の定期報告について 

  

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第５号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号） 

       附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について＜別冊＞ 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   第２回第１農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席は、２１番 坂野 大徹委員、２３番 水谷 隆委員、２名で、 

      出席委員は１２名です。 

       それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

       ５番 若林 卓哉委員、９番 竹尾 泰委員、よろしくお願いします。 

       それでは初めに、会長専決等の報告事項に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   まず、議案を説明させていただく前に、恐れ入りますが、議案書の訂正を１

箇所、お願いいたします。 

       ２８ページの議案第１号、番号１２をご覧ください。 

       この案件につきまして、取下げ願いが提出されましたので、削除をお願いい

たします。 

       また、この削除に伴い、２８ページの下の合計欄について、合計１６筆を１

４筆に、計１２，２３１㎡を１１，９２５㎡に、そして畑２，８９７㎡を２，

５９１㎡に修正をお願いします。 

       続きまして、３４ページの議案第４号、番号３をご覧ください。 

       この案件につきまして、取下げ願いが提出されましたので、削除をお願いし

ます。 

       また、この削除に伴い、３７ページの下の合計欄について、合計４１筆を４

０筆に、計２０，３６４㎡を１９，８５０㎡に、そして、田１２，０９３㎡を

１１，５７９㎡に修正をお願いします。 

       訂正は以上です。申し訳ありませんでした。 

        

       それでは、議案書の 1ページから７ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま 

      す。 

       番号１から番号２０で、件数２０件、合計面積は８６，２５１㎡で、その内 

      訳は田が８５，６９０㎡で畑が５６１㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解 

      約したものであります。 

        

       ８ページから１９ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から番号２０で、件数は２０件、合計面積は９７，１７９.４７㎡で、 

      その内訳は田が７３，７７５.０７㎡、畑が２３,０５３．９１㎡、その他が 

      ３５０．４９㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり 

      ますので、届出人に対して指導しております。 
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       ２０ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ 

      います。 

       番号１ 進入路用地 

       番号２ 長屋住宅用地 

       以上、件数は２件、合計面積は１，０８１㎡で、その内訳は田が８３８㎡で 

      畑が２４３㎡でございます。 

        

       ２１ページから２２ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権 

      移転）、でございます。 

       番号１ 資材置場及び駐車場用地 

       番号２ 一般個人住宅及び進入路用地 

       番号３から番号８ 一般個人住宅用地 

       番号９ 太陽光発電施設用地 

       番号１０ 駐車場用地 

       番号１１ 一般個人住宅用地 

       番号１２ 駐車場用地 

       以上、件数は１２件、合計面積は５，４２５.４２㎡で、その内訳は田が６１ 

      ９㎡、畑が４，０３１㎡で、その他が７７５．４２㎡ございます。 

        

       ２３ぺージをお願いします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借 

      権）、でございます。 

       番号１ 太陽光発電施設用地 

       以上、件数は１件、合計面積は １，０１１㎡で、すべて田でございます。 

        

       ２４ぺージをお願いします。 

       報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸 

      借）、でございます。 

       番号１、番号２ 一般個人住宅用地 

       以上、件数は２件、合計面積は６２０．２８㎡で、すべて畑でございます。 

        

       ２５ページをお願いします。 

       報告第７号 買受適格証明願について、でございます。 

       番号１ 分譲用住宅用地 

       これにつきましては、津地方裁判所が行う不動産競売に参加するための証明 

      願であり、対象農地が市街化区域内でありますことから、農地法第５条の届出 

      が添付されております。 

       以上、合計件数は１件、合計面積は５７７㎡で、すべて田でございます。 

       

       ２６ページをお願いします。 

       報告第８号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 

       番号１     、主たる耕作物は卵、豚肉、牛乳。耕作面積は、田で１． 
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      ９ha、畑で２７．２０ha、採草放牧地で９．０ha、合計３８．１０ha。 

       以上、件数は１件で、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のす 

      べてを満たしております。 

 

       報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、事

務局の説明をお願いします。 

  

       それでは、２７ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

       番号１、地区 高野尾、申請地 高野尾町前沖    、登記地目・現況地

目とも田、面積 １，００１㎡、受人     、面積 ９１，８１９㎡、渡

人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、遠方による耕作困難のためです。 

  

       番号２、地区 高野尾、申請地 高野尾町前沖    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ５９５㎡、受人     、面積 ９１，８１９㎡、渡人  

          。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号３、地区 上野、申請地 河芸町東千里西番場    、登記地目・現

況地目とも田、面積 １，０４４㎡、受人     、面積 １２，４４９㎡、

渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、相手方の要望のためです。 

  

       番号４、地区 明、申請地 芸濃町林墓ノ谷    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 １，０７３㎡、受人     、面積 ４９，６２６．９８㎡、

渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、労力不足のためです。 

  

       番号５、地区 明、申請地 芸濃町林曽武    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ３６６㎡ 外１筆、合計面積 ６２２㎡、受人     、面積 

０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、遠方による耕作困難のためです。 

  

       番号６、地区 長野、申請地 美里町南長野中村    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ２，９０８㎡、受人     、面積 ８，９００㎡、渡

人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、営農縮小のためです。 

  

       番号７、地区 高宮、申請地 美里町足坂舞谷    、登記地目・現況地
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目とも田、面積 ３０９㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       ２８ページをお願いします。 

       番号８、地区 安濃、申請地 安濃町清水式部    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ２３７㎡、受人     、面積 １５３㎡、渡人     。 

       譲受理由は、耕作利便のため、譲渡理由は、農業廃止のためです。 

  

       番号９、地区 安濃、申請地 安濃町内多山出    、登記地目 田、現

況地目 畑、面積 ２５４㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、耕作利便のため、譲渡理由は、農業廃止のためです。 

  

       番号１０、地区 明合、申請地 安濃町野口長岨    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，５０７㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人    

        。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号１１、地区 明合、申請地 安濃町野口朝日    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，７１６㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号１３、地区 草生、申請地 安濃町草生岡谷    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ４５１㎡ 外１筆、合計面積 ６５９㎡、受人     、

面積 ４９，６２６．９８㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       なお、番号４、番号１０、番号１１、番号１３につきましては、農地所有適

格法人の要件である、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のすべ

てを満たしていることを申請書で確認しております。 

 

       以上、件数は１２件、面積は１１，９２５㎡で、このうち田が９，３３４㎡、

畑が２，５９１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。   

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、番号２、地区 高野尾、お願いします。 
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若林委員   ５番若林です。２月８日に地元推進委員と現地を見させてもらいました。何

ら問題ないということで許可をお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番喜多です。事務局の説明通り、何ら問題ありませんのでよろしくお願い

します。 

 

議  長   番号４、番号５、地区 明、お願いします。 

 

竹尾委員   ９番竹尾です。４番は２月８日、推進委員の方と事務局と現地確認をしまし

た。特に問題ないと判断しました。 

       ５番につきましては事務局の説明にありましたように、空き家ごと購入され

るということです。空き家に隣接する畑、一部の畑は宅地にされるということ

です。特に問題ないという判断をしました。 

 

議  長   番号６、地区 長野、番号７、地区 高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。２月８日に推進委員さんと現地を見ましたところ特に問題

ないということで、よろしくお願いします。６番、７番ともに同じです。 

 

議  長   番号８、番号９、地区 安濃、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。両案件とも近くの人が買われるということで、何ら問題な

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１０、番号１１、地区 明合、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。どちらも安濃町のブルーベリーの件でして、問題ないとい

うことで、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１３、地区 草生、お願いします。 

 

横山委員   １３番横山です。推進委員と事務局とで確認いたしました。何ら問題ないと

いうことで、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１２を除いて、番号１から番号１３について、地元委員さんから異議無

ということです。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１号については、許可をすることに決定い

たします。 
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次に議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）、 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２９ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条第の規定による許可申請について（賃貸借権）、

でございます。 

       番号１、地区 一身田、申請地 一身田中野山ノ前    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ９９０㎡ 外１筆、合計面積 １，９８０㎡、借受人  

          、面積 ５００，０００㎡、貸渡人      外１名。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号２ 地区 一身田、申請地 一身田中野四反田    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ９９３㎡ 外７筆、合計面積 ６，８０４㎡、借受人  

          、面積 ５００，０００㎡、貸渡人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       ３０ページをお願いします。 

       番号３ 地区 一身田、申請地 一身田中野一色    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ４６６㎡ 外１筆、合計面積 ５７１㎡、借受人     、

面積 ５００，０００㎡、貸渡人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、労力不足のためです。 

  

       番号４ 地区 一身田、申請地 一身田中野一色    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ４６２㎡、借受人     、面積 ５００，０００㎡、

貸渡人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、遠方による耕作困難のためです。 

  

       番号５ 地区 一身田、申請地 一身田中野宮ノ後    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ８２０㎡ 外１筆、合計面積 １，６２９㎡、借受人  

          、面積 ５００，０００㎡、貸渡人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

 

       番号６ 地区 一身田、申請地 一身田中野上西浦    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ６９２㎡ 外２筆、合計面積 ３，０５２㎡、借受人  

          、面積 ５００，０００㎡、貸渡人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

 

       番号７ 地区 一身田、申請地 一身田中野山ノ前    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ４１９㎡ 外１筆、合計面積 １，４１１㎡、借受人  

          、面積 ５００，０００㎡、貸渡人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、高齢化による労力不足のためで
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す。 

 

       ３１ページをお願いします。 

       番号８ 地区 一身田、申請地 一身田中野一色    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ３０７㎡、借受人     、面積 ５００，０００㎡、

貸渡人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、遠方による耕作困難のためです。 

 

       番号９ 地区 一身田、申請地 一身田中野四反田    、登記地目・現

況地目とも田、面積 １０９㎡ 外１筆、合計面積 ６０１㎡、借受人    

        、面積 ５００，０００㎡、貸渡人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、労力不足のためです。 

 

       番号１０ 地区 一身田、申請地 一身田中野四反長    、登記地目・

現況地目とも田、面積 ９９２㎡ 外１筆、合計面積 １，７５２㎡、借受人  

          、面積 ５００，０００㎡、貸渡人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号１１ 地区 明合、申請地 安濃町野口大谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，１２８㎡ 外３筆、合計面積 ３，５３４㎡、借受人  

          、面積 ０㎡、貸渡人     。 

       借受理由は、新規営農のため、貸渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

 

       番号１２ 地区 明合、申請地 安濃町野口大谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，５０５㎡、借受人     、面積 ０㎡、貸渡人  

          。 

       借受理由は、新規営農のため、貸渡理由は、兼業による労力不足のためです。 

 

       ３２ページをお願いします。 

       番号１３ 地区 明合、申請地 安濃町野口西谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ９８６㎡ 外１筆、合計面積 ２，１２６㎡、借受人   

         、面積 ０㎡、貸渡人     。 

       借受理由は、新規営農のため、貸渡理由は、兼業による労力不足のためです。 

  

       以上、件数は１３件、面積は２５，７３４㎡で、すべて田でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。   

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 
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       番号１から番号１０、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ４番田村です。１番から１０番まで全て一身田の中野地区です。２月１５日

に現地確認を行いました。    から引き継いだもので、事務局の説明通り

問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１１から番号１３、地区 明合、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。これもブルーベリーの件で、賃貸借で行われるということ

で、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１から番号１３について、地元委員さんから、異議のない旨の発言でご

ざいます。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

若林委員   この    の期間は何年になっていますか。 

 

事 務 局       に関して、いずれの案件につきましても期間は１０年間になってお

ります。 

 

若林委員   １０年間、はいありがとうございます。 

 

下井委員   ３番下井です。今回の議案第２号で、借受人が名古屋とか大阪になっとるん

ですが、通勤するのか、常駐するのか、考慮しなくても良いんですか。 

 

事 務 局   賃貸借契約をした２社とも通勤して管理するということと、それぞれ主要使

用人がついておりまして、両人とも    にお住まいで耕作に参加されると

いう申請になっております。 

 

下井委員   わかりました。 

 

議  長   よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号について、許可をすることに決定をい

たします。 

次に議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務

局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ３３ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

       番号１、地区 村主、申請地 安濃町光明寺石ノ下    、登記地目 田、

現況地目 宅地、面積 ５８㎡ 外３筆、合計面積 １６７㎡、申請者    
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        。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       平成１３年頃から居宅を建て、物置を設置した旨の始末書の提出があります

ことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件で、合計面積は１６７㎡で、すべて田でございます。 

       この案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

       番号１、地区 村主、お願いします。 

 

横山委員   １３番横山です。推進委員の方と事務局とで現地を確認させていただきまし

た。周りは宅地で、問題ないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから、異議無しということでございます。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第３号について、許可をすることに決定いた

します。 

次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有

権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ３４ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       番号１、地区 雲出、申請地 雲出島貫町北浦    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ９９㎡ 外１筆、合計面積 ６７１㎡、受人     、渡

人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 大里、申請地 大里睦合町大掛    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ９９１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を家畜埋設用地とするものです。 

       農地区分は、第１種農地と判断されますが、家畜埋設地は農地法上の農業用

施設に該当することから、第１種農地の不許可の例外に該当します。 
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       番号４、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本新横山    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ４０６㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本念佛田    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ４９９㎡ 外３筆、合計面積 ２，００１㎡、受人    

         外１名、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を宅地分譲用地とするものです。 

       許可証の交付につきましては都市計画法第２９条との同時許可となります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

       ３５ページをお願いします。 

       番号６、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本下モ田    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ４８８㎡ 外１筆、合計面積 １，３８３㎡、受人    

        、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４３２．５㎡、パネル設置率は、３１．３％になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

       番号７、地区 安西、申請地 芸濃町岡本前川原    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ９１５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３１５．２㎡、パネル設置率は、３４．４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号８、地区 明、申請地 芸濃町林曽武    、登記地目 畑、現況地

目 宅地、面積 １４４㎡ 外１筆、合計面積 ４０４㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       昭和４４年に居宅を建て、平成１０年に増築した旨の始末書の提出がありま

すことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 辰水、申請地 美里町家所黒岩    、登記地目・現況地

目とも田、面積 １３６㎡ 外３筆、合計面積 １，９８６㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３７０㎡、パネル設置率は、１９．８％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１０、地区 辰水、申請地 美里町家所五会内    、登記地目・現

況地目とも田、面積 １，２７５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４６４．９㎡、パネル設置率は、３６．４％になります。 



 

12 

 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

         

       ３６ページをお願いします。 

       番号１１、地区 長野、申請地 美里町南長野土井前    、登記地目 畑、

現況地目 原野、面積 ４１９㎡ 外１０筆、合計面積 ５，１６３㎡、受人  

          、渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       平成２５年頃から先代の高齢化により耕作をしなくなったことから原野とな

った旨の始末書の提出があります。 

       パネル設置面積は、１，８２３㎡、パネル設置率は、３５．３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

         

       ３７ページをお願いします。 

       番号１２、地区 長野、申請地 美里町南長野椋廣    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 ３５７㎡ 外２筆、合計面積 １，１０３㎡、受人   

         、渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４６５㎡、パネル設置率は、４２．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１３、地区 高宮、申請地 美里町足坂白樫    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ４２２㎡ 外１筆、合計面積 １，０８３㎡、受人    

        、渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１，０８３㎡、パネル設置率は、４５．５％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１４、地区 明合、申請地 安濃町野口朝日    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ５６５㎡ 外１筆、合計面積 ９２１㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３７１．８㎡、パネル設置率は、４０．４％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１５、地区 草生、申請地 安濃町草生野端    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ９９㎡ 外１筆、合計面積 ６９４㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、２７９．８㎡、パネル設置率は、４０．３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１６、地区 村主、申請地 安濃町今徳中出    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ５７５㎡ 外１筆、合計面積 ８５４㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 
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       パネル設置面積は、３５１．３㎡、パネル設置率は、４１．１％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１５件で、合計面積は１９，９８５㎡で、そのうち田が１１，

５７９㎡で畑が８，２７１㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

       番号１、地区 雲出、お願いします。 

 

下井委員   ３番下井です。先般関係者と現地確認しまして問題なしをいうことです。よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   番号２、地区 大里、お願いします。 

 

若林委員   ５番若林です。２月８日に地元推進委員と事務局と現地を見さしてもらいま

した。何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号４から番号６、地区 椋本、お願いします。 

 

竹尾委員   ９番竹尾です。２月８日に地元の推進委員と事務局の方と一緒に現地確認を

いたしました。 

       ４番については、宿泊施設を作っておられて、その横に隣接する場所にあり

ます。現況地目は畑になっておりますが、雑木が生えて荒れ地になっておりま

した。きれいにして駐車場にしたいということで特に問題ないと判断しました。 

       ５番については宅地分譲地です。田圃を宅地化するということで、周りも宅

地になっておるところでした。特に問題ないと判断をしました。 

       ６番伊勢道の横の田圃です。これを太陽光にしたいということで問題ないと

判断をしました。以上です。 

 

議  長   番号７、地区 安西、お願いします。 

 

田中委員   １０番田中です。確認に行って参りました。近年はお隣も荒れ地になってお

りまして、問題ないと判断しましたのでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号８、地区 明、お願いします。 

 

竹尾委員   ９番竹尾です。２月８日に現地確認をしました。１号議案で空き家とも購入

された方の関連です。事務局から説明があったように、始末書も出ております

し、特に問題ないという判断をしました。 
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議  長   番号９、番号１０、地区 辰水、番号１１、番号１２、地区 長野、番号１

３、地区 高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。２月８日、推進委員と現地確認をしました。 

       ９番も、１０番も問題ないということでお願いしたいと思います。 

       番号１１につきましては、本庁から見えまして、部会長も立ち会いに見えま

した。ちょっと高台にありまして、耕作放棄地が目立つところで、作る人も出

てきませんので、持ち主も高齢になってきたので。隣地というのは、ほぼ影響

するようなところがまず無いので問題ないと判断させていただきました。 

       １２番、１３番につきましても太陽光発電ですが、ここも人里離れたところ

で、問題ないと判断しました。以上です。 

 

議  長   １３番もＯＫですな。 

 

清水委員   １３番もＯＫです。 

 

議  長   番号１４、地区 明合、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。現地確認させていただいて、特に問題ないということでよ

ろしくお願いします。 

 

議  長   番号１５、地区 草生、番号１６、地区 村主、お願いします。 

 

横山委員   １３番横山です。１５番、１６番ですけど、推進委員と事務局とで現地確認

させていただきました。問題ないということでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号３を除いて、番号１から番号１６について、地元委員さんから、異議の

ない旨の発言でございました。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号について、許可をすることに決定いた

します。                                

                                          

       次に別冊でお配りしました、議案第５号 農業経営基盤強化促進法等の一部

を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用

集積計画の決定についてです。                      

                                          

       事務局の説明をお願いします。                     

                                          

事 務 局   議案第５号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について、で

ございます。 
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       それでは、資料の１ページ、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧くださ

い。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

       まず、津地区をご覧ください。 

       田の賃貸借、使用貸借で１４７，３３０㎡、畑の賃貸借で６，２７８㎡、契

約件数は４６件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３０，７４０㎡、契約件

数は８件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で４３，０６３㎡、畑の賃

貸借、使用貸借で４，４４７㎡契約件数は１２件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で５０，４１４㎡、契約件

数は１５件でございます。 

       美里地区につきましては、田の使用貸借、所有権移転で７，３１７㎡、契約

件数は２件でございます。 

       香良洲地区につきましては、該当がございませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて２７８，

８６４㎡、畑の集積は、賃貸借、使用貸借で１０，７２５㎡、合計契約件数は

８３件、合計面積は２８９，５８９㎡となっております。 

  

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区３１件、河芸地区６件、安濃地区７件、

芸濃地区１４件、美里地区１件で合計５９件、合計面積は２２８，９９３㎡で

ございます。 

       なお、認定農業者への集積率は、件数で７１．１％、面積で７９．１％とな

っております。 

  

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたしま

す。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて、「農用地利

用集積計画の概要」の該当箇所、今回は４ページにあります１－２８－２の外

１２件になり、整理番号の左側の欄外にアルファベットの「Ｎ」を記載してい

ます。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規

定による、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていると考えます。 

       次に、２枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございます。 

       今回の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、

ご配慮いただきますよう、よろしくお願いします。 

 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議  長   説明が終わりました。 

       今回の案件のうち、始めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

   整理番号２－５についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。該当するのはＰ８０です。 

 

＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件についていかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

 

       入室してください。 

 

＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   続きまして、整理番号３－９から３－１２についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   該当するページはＰ９２～９５です。この件についていかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございました。 

 

       入室してください。 

 

＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   続きまして、整理番号４－３、４－４及び４－１２についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

 

＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   該当するページはＰ９８、９９及びＰ１０７です。ご審議をお願いします。

いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 
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       入室してください。 

 

＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をお願 

いします。皆さんいかがでしょうか。 

 

若林委員   一つ教えてほしい。３ページの神戸の方は、新規就農の方ですか。今、新規

就農は有り難いことです。どういう方ですか。取り組んでもらうのは有り難い

ことです。確認しておいてください。 

 

事 務 局   元々、小作地が８６,０００㎡ありますので、耕作はされております。 

 

議  長   他にございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましても適正であると認め、市

長に進達することにいたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

 

       これをもちまして、第２回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

午前１１時１１分 

 

    令和６年２月１６日 

 

議事録署名者                 

 

議事録署名者                 


